
 

協 議 調 書 

（  個  表  ） 

協議項目 １４ 組織及び機構の取扱い（支所のあり方について） 所  管 地域自治組織等小委員会 

調整の内容 
・支所の担当業務は、地域振興、防災、保健福祉、環境衛生、農林水産業、建設、水道、商工、観光、教育部門や住民生活に密着した窓
口業務などについて、良好な住民サービスが提供できる機能を有することとする。 
・地域住民と行政の協働（パートナーシップ）の推進を図ることとする。 

 

  「新市における支所の整備方針」 
  合併により編入となる厚田地域・浜益地域は、市役所から遠隔地にあることから、住民サービスの低下をまねかないよう適切な対応を図る必要がある
こと、また住民自治を強化する観点や、地域の市民に身近なところで身近な事務を処理するという観点から、支所機能を有する「地域自治区」を置くこ
ととした。こうしたことから、厚田地域・浜益地域の地域自治区の支所機能については、原則として次の事項を基本として整備するものとする。 
 

(1)  支所の担当業務は、地域振興、防災、保健福祉、環境衛生、農林水産業、建設、水道、商工、観光、教育部門や住民生活に密着した窓口業務な
どについて、良好な住民サービスが提供できる機能を有すること。 

(2)  地域住民と行政の協働（パートナーシップ）の推進を図ること。 
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